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船舶インシデント調査報告書 

 

                              令和２年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年１１月２０日 １４時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久
や く

島町口
くちの

永
え

良部
ら ぶ

島南南西方沖 

 野埼灯台から真方位２００°９.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３０°２０.０′ 東経１３０°０５.０′） 

インシデントの概要 漁船第十一幸
さち

丸は、北北東進中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過  令和元年８月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十一幸丸、１９トン 

 ＫＯ２－７０５１（漁船登録番号）、株式会社幸丸 

 ２５.２５ｍ×４.８８ｍ×２.１６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７５９kＷ、平成２５年１１月４日 

第２８１－４２７２９号（船舶検査済票の番号） 

 ４サイクル、回転数毎分１,４０６（連続最大回転数）、６気筒、 

使用燃料Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年１０月８日 

  免許証交付日 平成２９年１月２４日 

         （令和４年３月２７日まで有効） 

機関長 男性 ２８歳 

四級海技士（機関）（履歴限定） 

 免 許 年 月 日 平成２３年３月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１月２２日 

免状有効期間満了日 令和３年３月２７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １～２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか１３人が乗り組み、かつお
．．．

一本釣り漁
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の目的で、平成３０年１１月１９日１２時００分ごろ鹿児島県十島
と し ま

村

口之
く ち の

島北東方沖の漁場に向けて鹿児島県鹿児島市鹿児島港を出港し

た。 

本船は、２０日０３時００分ごろ漁場に着いて０６時００分ごろか

ら操業を開始し、機関回転数毎分（rpm）１,３００及び約１１ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）でかつお
．．．

の群れを追っていた

ところ、１０時００分ごろ機関室から異音がして主機の煙突から黒煙

が出始めた。 

船長は、主機を中立運転とし、機関長と共に主機の点検を行った

が、原因がわからなかったので、操業を中止して鹿児島港に帰港する

ことにした。 

本船は、主機を約６００rpm とし、約３～４kn の速力で口之永良部

島の南方沖を北北東進中、１４時００分ごろ主機が停止して運航不能

となった。 

本船は、船長が僚船に救助を依頼し、来援した僚船によって鹿児島

港までえい
．．

航された。 

本船は、鹿児島港入港後、機関整備業者が点検を行ったところ、 

主機６番シリンダのシリンダヘッド吸気弁及び排気弁部にカーボンが

付着しており、両弁が開いた状態で固着して弁傘付け根部で折損し、

過給機のタービンブレード（排気ガスの持つエネルギーを回転運動に

変える働きをする羽根であり、過給機の排気側の羽根）が一部欠損し

ていたほか、‘主機の空気冷却器のドレン管’（以下「本件ドレン管」

という。）が錆
さび

等で閉塞し、凝縮水（空気が冷やされた際に生じる水

分）が同冷却器内に溜
た

まっていた。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、写真１ ６番シリンダの状

況（シリンダ側）、写真２ ６番シリンダの状況（シリンダヘッド

側）、写真３ 空気冷却器の状況 参照） 

 その他の事項 主機は、過給機で加圧された高温高圧の空気が空気冷却器で冷却さ

れた後、給気管を経て各シリンダヘッドの吸気弁からシリンダ内に供

給されるようになっていた。 

主機のシリンダは、船首から順番に番号が付けられており、６番シ

リンダが据付け位置上で一番低い位置にあった。 

本件ドレン管は、グレーチング下に取り付けられており、開放され

た状態で使用され、凝縮水がビルジとして船底に排出されるようにな

っていた。 

主機の空気冷却器は、３年に１回、主機の開放整備に合わせて開放

して清掃されており、本インシデントの直前では平成２８年１月に清

掃が行われていたが、本件ドレン管の清掃状況については不明であっ

た。 

（付図２ 主機の給気及び排気系統概念図（イメージ） 参照） 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、口之永良部島の南方沖を北北東進中、本件ドレン管が錆等

で閉塞したことから、同冷却器内に溜まった凝縮水が排出されずに 

給気と共に主機６番シリンダ内に侵入し、同シリンダの不完全燃焼等

によるカーボンの付着によって固着した吸気弁及び排気弁がピストン

と衝突して折損し、主機の運転ができなくなり、運航不能となったも

のと考えられる。 

 本件ドレン管は、平成２８年１月の同冷却器開放時に清掃されてい

なかった可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、口之永良部島の南方沖を北北東進中、

本件ドレン管が錆等で閉塞したため、同冷却器内に溜まった凝縮水が

排出されずに給気と共に主機６番シリンダ内に侵入し、同シリンダの

不完全燃焼等によるカーボンの付着によって固着した吸気弁及び排気

弁がピストンと衝突して折損し、主機の運転ができなくなったことに

より発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者及び機関長は、機関整備業者に依頼するなどし、主機

の空気冷却器の開放整備時等に合わせて定期的に同冷却器のドレ

ン管の清掃を行うこと。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 

鹿児島港 

鹿児島県 

屋久島町 口之永良部島 

野埼灯台 

屋久島 インシデント発生場所 

（平成３０年１１月２０日 

 １４時００分ごろ発生） 

主機に異常を生じた場所 

鹿児島県 

十島村 

口之島 

付図２ 主機の給気及び排気系統概念図（イメージ） 
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写真２ ６番シリンダの状況（シリンダヘッド側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ ６番シリンダの状況（シリンダ側） 

吸気弁側 

排気弁側 

吸気弁及び排気弁の折損部 

ピストン頂部 

折損して脱落した吸気弁
又は排気弁の弁傘部 
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写真３ 空気冷却器の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気冷却器 

（下部に本件ドレン管が 

取り付けられている。） 

船首側 


